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      建災防滋発第 161 号 

平成３０年１１月２６日 

各 位 

建設業労働災害防止協会滋賀県支部 

                        

建設工事の職場環境改善実務担当者講習 開催のご案内 

 

建設業の働き方改革が官民を挙げて求められるなか、「建設工事従事者の安全及び健康の確保に

関する法律」（建設職人基本法）に基づく基本計画に、建設現場における建設工事従事者のメンタ

ルヘルス対策取組促進が明記されました。 

建災防では、こうした情勢を踏まえ、平成 27 年 12 月より、本部に「建設業おけるメンタ

ルヘス対策のあり方に関する検討委員会」を設置し、建設工事現場で実施する「建災防方式健康 

KY と無記名ストレスチェック」を開発しその推進図っています。 

平成 29 年度に厚生労働省より受託した「建設業、造船業等におけるストレスチェック集団分

析等調査研究事業」では、無記名ストレスチェックの実施結果に基づく職場環境改善活動が、建

設工事現場等で働く労働者のメンタルヘルスに係る健康リスク低減に効果のあることが確認され

ました。 

こうしたことを受け、厚生労働省では「建設業労働災害防止協会と連携して、建設工事の現場

等におけるメンタルヘルス対策の取組の普及を図る。」 ＊ことを都道府県労働局に指示するとと

もに、建設関係団体にその推進の協力要請を行いました。 

以上を踏まえ、当支部では「建災防方式健康 KY と無記名ストレスチェック」及び建設工事現

場における職場環境改善手法等建設業におけるメンタルヘルス対策の取組みを促進するため、滋

賀県産業保健総合支援センターの協力を得て「建設工事の職場環境改善実施担当者講習」を開催

することといたしました。 

つきましては、 貴社担当者殿、協力会社担当者殿へのご周知と受講勧奨についてご高配を賜り

ますようご案内申し上げます。 

＊平成 30 年 3 月 13 日付厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長、労働衛生課長及び化学物質対策課長連名通

達「平成 30 年度の建設業における安全衛生対策の推進に係る協力要請について」の記の 23「建設業におけるメン

タルヘルス対策の推進」に記載 

 

 

１．講 習 日 時 

日 程 講 習 会 場 

平成３１年１月２５日（金）9：00～16：30 
滋賀県建設会館 

大津市におの浜1丁目1-18 

2．受 講 対 象 者 

 建設現場において無記名ストレスチェックを活用した、職場環境改善実施及び指導 ・助言をしよう

とする者 

３．受  講  料 

会  員 非 会 員 

受講料 9,500円（テキスト代含） 受講料 10,000円（テキスト代含） 

４．申 込 書 類 

申込書は建災防滋賀県支部の HP よりダウンロードできます。 

URL：http://www.yumeken.or.jp/ →トップページ右の講習会等→建災防主催をクリック 

 

http://www.yumeken.or.jp/
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５．受 講 申 込 

(1)講習初日の１０日前までに所定の受講申込書に所要の事項を記入し、受講料及び最近６ヶ月以

内に撮影した正式な証明写真（上半身無帽）〔3.0cm×2.5cm〕１枚（ｽﾅｯﾌﾟ写真等は不可、

個人で撮影したﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ写真等も不可）を貼付し、本人確認書類（免許証等、現住所確認が

できるもの）写しを添えてお申し込み下さい。 

(2)銀行振込の場合は、受講申込書に必ず受講料振込受領書の写し（講習会名記入）を添付してお

申し込み下さい。 

(3)一旦提出した受講申込書及び受講料等については、返還いたしませんので予めご了承下さい。 

(4)申込受付は、受講開始10日前もしくは、定員 50 名になり次第締め切ります。 

６．申 込 方 法 

 郵 送   

〔共 通〕下記口座に受講料をお振込み頂き、申込書を建災防滋賀県支部まで郵送 

■ 振込先  口座：滋賀銀行本店（普通）755278  

名義：建設業労働災害防止協会滋賀県支部 

 窓 口  

〔会 員〕建災防滋賀県支部窓口又は滋賀県建設業協会の各支部まで 

〔非会員〕建災防滋賀県支部窓口まで 

７．修了証の交付 

 ・本教育を修了された方は、後日修了証を交付いたします。 

８．お問い合せ先 

建設業労働災害防止協会滋賀県支部 

〒520-0801 大津市におの浜一丁目１番１８号 滋賀県建設会館１階 

        電話 ０７７－５２２－３２３２ Fax ０７７－５２２－７７４３ 

 

9．遅刻等の取扱い及び注意事項について 

(1)原則、遅刻は認めません。遅刻した場合は講習開始から２０分まで入場を認めます。遅刻し 

た場合は遅刻時間数分だけ補講を受講していただきます。 

(2)講習開始後２０分以上遅刻した場合は、受講を認めません。２０分以上の遅刻による受講不 

可の場合及び欠席の場合は、受講料は返金いたしません。 

(3)公共交通機関等の大幅な乱れや災害により受講が不可能になった場合は、受講料を返金いたし 

ます。 

(5)全科目を受講していない場合は、修了証を交付いたしませんのでご注意下さい。 

(6)受講者が定員を大幅に下回る場合は、中止する場合がございますのでご了承下さい。その際は

受講料を返金いたします。 

 


